
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

□ 計画に基づき順次実施します（次年度・時期未定）

□ 現時点での対応は困難です

☑ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建設部都市計画課

回　　　　　　答

　この度、樹木の枯死が確認されたため、強風や
台風による倒木から公園利用者、歩行者、及び
通行車両の安全を確保する目的で緊急的に伐採
いたしました。
　また、切り株（台座部分）の平坦化につきまして
は、現在のところ公園の管理・運営に支障をきた
す状態ではないと判断しており、現時点での施工
予定はございません。
　何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

070112001 大木原自治会

大木原公園内植樹跡地の平坦化

大東町大東大木原地区、大木原公民館に隣接の
大木原公園内において、令和７年１１月１９日に伐
採していただいたケヤキの植樹跡につきまして、
小学生の登校班集合場所であること、また公園北
側出入口の中央にあり段差や切り株が残ってい
て転倒等の恐れがあることから、平坦にしていた
だきたく思います。


